
書式第 12号 (法第 28条関係 )

令和 5年度  事 業 報 告 書

特定非営利活動法人ねこの手

1 事業の成果
本年度は、障害者福祉サービスや介護保険対象の障害者へのヘルパー派遣事業を実施 した。共同生活援助

事業として、中野区在住の知的障害者の方を対象としたグループホームの運営を行った。ホームヘルバー養

成事業として6月 に、重度訪問介護従業者養成研修を行った。障害者自立支援活動では、『障害者も楽しめる

サロン活動事業』として、新型コロナウイルス感染予防には留意しつつも、設立20周年祝賀会、4年ぶりのク

リスマス音楽会を開催した。オンラインカフェ、音楽会のネット配信も行った。また、知的障害の方対象の

グループホームの経験交流会を実施した。また、昨年度に引き続き、自立支援協議会などを通じて、中野区

の障害者福祉政策へ提言を行った。なお、中野区では、グループホーム利用者は、外出支援の月間利用時間

を20時間に制限されることが原則とされている。その理由を区に問いただしても合理的説明が無い。このた

め、グループホーム利用者は不合理な制約を受けている。この問題を考えることを契機として、区内のGH
事業者で協議体を結成する準備も進めている。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用 【155,919】 千円)

事業名 事 業 内 容 実施 日時 実施場所
従事者

の人数

受益対象者

の範囲及び

人 数

事業費の

金額

(千円)

障害者の日常コ
活及び社会生濁
を総合的に支援

するための法律

に基づく障害福

祉サービス事業

障害者総合支援法に基づきホ

ームヘルパー派遣を実施し、

体介護、生活援助、移動

を行った。

通年

通年

中野区

新宿区

杉並区

中里予区

66名

9名

身体障害者

知的障害者

障害児
49名

知的障害者
5名

115,016

17,447障害者の地域における居住
の場の整備のため、グルー

プホーム (共同生活援助事

業)を設置し、障害者の
地域での自立生活の促進を

図ることを目的とする。

障害者の日常

を

及び社会生

総合的に支

るための法

基づ く相談

事業

|こ

障害福祉サービスを行うにあ

たっての計画策定や相談事業

※実施 しなかった

障害者の日常

及び社会生

総合的に支

るための法

基づく地域

支援事業

を

す

に

各区の地域生活支援事業実施

要領に基づいた移動支援サー

ビスを障害福祉サービスとあ

わせて行った。

通年

中野区

新宿区

杉並区

文京区

41名

身体障害者

知的障害者

児童
33名

17,045

ホームヘルパー

養成事業

重度訪問介護従業者養成研修
の企画実施。

年1回

6月 3、 4日

講義・演習
9時～17時

後日実習研修

^-? 
I tV+*,

fr7 /v, I l/ ,
-t>9--f.,a
+.tv./v:71^
*ia

当法人社

員、職員
より7名

外部講師
2名

受講者12名

208



介護保険法に基

づく居宅サービ

ス事業・介護予

防サービス事業

介護保険法に基づきホームヘ

ルパー派遣を実施した。

通年 中野区 18名 介護保険を利
用 している障

害者 6名

5,819

福祉に関する

情報の提供事業

障害者、関係者への相談

障害者福祉に関する情報提供

通年

(随時)

中野区

新宿区

当法 人

社員より
1名

障害者 1名

()

害者及び高
の自立支援

関する事業

『障害者も楽しめるサロン

活動事業』としてオンライ

ンカフェ計2回の実施、音楽

会のメンバーによる作品の

動画作成及びネット配信。

対面でのクリスマス音楽会

の実施。

知的障害の方たち対象のGH

の抱える問題についての講

演・経験交流会の実施 (1

回)

機関紙の発行 (1回 )

オンラインカ |

フェ (第 1回)|
9月 2日 、 (第 21

回)2月 10日 。 |

音楽会は区民 |

活動センター

で月に1回練

習。クリスマ

ス音楽会を12

月3日 に沼袋

の障害者福祉

会館で実施。

1知的障害のGH

の経験交流会

|を 2月 28日 に

1実施。

機 関紙を 6月

|に発行 した。

|(1回 )

oomに よる
ンライン

outube('.A)
画配信

区民活動セ

タ

害者福祉

(沼袋)

当法人社

員より
4名

職員2名

障害者、家月

他 、延 べ 121

音楽会は 8個 |

の動画を配伺
し、クリスマ|

ス音楽会は4d

名を超える方

が来場、

経験交流会は

4事業者、2名

の保護者で実

施

378

中野区障害者福社会館が実

る会館まつりに参加し、

紹介を行い、地域の人や

団体との交流を図る。

屋台販売が廃
上のため不参

加

障害者及び高齢

者の政策に関す

る提言事業

中野区福祉団体連合会・防災

部会に参加

新年会以外

に主だったイ
ベン トがなか

ったため不参

加

0

中野区障害者自立支援協議

会、差別解消部会に参加

自立支援協議

会に4回、差

別解消部会に

2回参加

中野区役所 当法人社

員より
1名

障害者等

不特定多数

6

(2)その他の事業

|



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和 5年度 活動計算書
特定非営利活動法人ねこの手

(単 円 )

99 010

受取会費
正会員受取会費

7.125

取寄附金

受取

135

429 1

410 80(,

18.380

3 受取助

介設保険法に基づく居宅サー ビス事実・ 介■ 予防サービス■葉収益

ホームヘルパー養成事業収益

130.387,284

17.488.'08

5,970,308

147,600

0

993.9004 事業収益

11

1537715 そ

138 000

の

t金

その他収益

受取利息

13.920

1.851

A

経 154 022

給料手当

賞与

通勤費

法定福利費

114,068.031

13.272.400

1,348,122

13,517.544

1.671.203

143.377(1)
業費

諸謝金

交際費
旅費交通費
広告宣伝費

資料■
通信運搬費

消耗品費
ケアクィング

保守料

家賃駐車場代  (核分 997%)
リース料

減価償却費

保険料

諸会費

租税公課

支払手数料

水道光熱費 (按分 99.7%)
慶弔,
顧問料
振込手数料

雑費
ステツプアンプ

演習・実習費

89,743

6,540

2.258.508

848.949

39,930

720.424

320,655

1.162.882

239,800

1.'10.852

644,596

2.248,620

263.610

4,250

5,950

267.635

247.521

10,500

779,900

14.223

70.919

9,600

75,880

12 041.(2 他経費

155 918

(1)人

(2)そ の他経費
旅費交通費

通信運搬費

家賃駐車場代

水道光熱費

慶弔贅
諸謝金

22,000

210

5.148

660

38,000

3.000

69

69 008

(按分
(核分

0.3%)
0.3%)

155 987

【B 経  常

|

-1 064 818B】A当 期

256

【D
20周 責 ■ 829

-573 92D額 C
-1.938

82.442. 166

000

Fl,
人 住民税及び事業税

正

+ 433 421正

収  益  :+

e



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 5年度 貸借対照表
特定非営利活動法人ねこの手

(単位 :円 )

小計・合計科   目 金  額

現金預金

未収金

前払費用

立替金

55,848,844

24,180,486

220,000

21.507

80.270.836

80.270.836流動資産合計 ①

1 流動資産

(1)有形固定資産

建物

建物付属設備

車両運搬具

什器備品

8,071,310

4,772,438

1

545,291

13.389.040

(2)無形固定資産

(3)投資その他の資産

保証金

敷金

長期前払費用

440,000

240,000

99,431

779.431

【A】 資 産 の 部

14.168.471固定資産合計 0

2 固定資産

【A】 資 産 合 計 ①+② 94.439.307

未払金

預り金

未払法人税等

10,481,639

3,454,247

70,000

14.005.886

1流動負債

14,005.886流動負債合計 ③

2 固定負債

固定負債合計 ④

14.005.886

【B-1】 負 債 の 部

負 債 合 計 ③+④

前期繰越正味財産額

当期正味財産増減額

82,442,166.~  ~■
-2.0(〕 8.7.151

80.433.421

【B-2】 正 味 財 産 の 部

正 味 財 産 合 計

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2 94.439.307



書式第 16号 (法第28条関係 )

2 事業別損益の状況

令和5年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ねこの手

重要な会計方針

計算書類の作成は.ヽPO法人会計基準(2010年 7月 20日 2017年 12月 12日 最終改正 PヽO法人会計基準協議会)によつています。

(1)固定資産の減価償却の方法

建物、建物附属設備の減価償却は定額法によつています。

車両運搬具.什器備品の減価償却は定率法によつています。

(2)消 費税等の会計処理

消費税等の会計処理は.税込方式によつています.

(早位 :円〉

,i: 美掟争葉

: 経常収益

1.受取会費

2.受取寄附金

3受取助成金年

4.事業収益

5その他収益

経常収益計

II経常費
"1

(1)人件費

給料手当

賛与

通勤費

法定福利費

福利厚生費

人件費計

(2)その他経費

諾謝金

交際費

1旅費交通費

1広告宣伝費

1資料費

1通信運搬費

1消耗品費
| ケアウィング

1保守料

家賃駐車場

リース料

減価償却費

保険料

議会費

■税公課

研修会参加賛

支払手数料

水道光熱費

笙弔費

顧間料

振込手数料

雑費

ステップアップ

演習・実習費

その他経費:|

経常費用計

当期経常増減鍛

429.180

100.387,284

152.810

17.188.708 5.9「 0,308 |IF.100

1.:25

0

7.125

429,180

153.993,900

152,962

3,.00()

80`,

39.000

7.125

429,180

153.993.900

153,7'1

130.969.301 17.188.708 59,0.308 111,720 F.127 161.583.167 39.809 151.622.9,6

97,022.169

11,071.568

1.150.338

11,519.625

1.430,592

12.490,889

1.610.721

147.448

1,489,524

1,9.376

4.265.1?3

560.111

50.336

508.495

61.235

286.800 114,068,031

13.272,400

1.348.122

13.517.544

1.671.203

lll,068.031

13.272.400

1.348.122

13.517.544

1.671.203

153.son 113.377,300

0

3.300

1,862.980

678.971

0

610.610

286.117

970.053

200,036

1.442.717

537.708

2.237,778

227.790

3.545

5,320

0

252,440

213.676

8,759

65o.577

9.699

59.131

8.008

0

ol

OI

265,7921

loO.618

0

81.591

,2.026

143.?54

29.644

190.917

79.684

8,083

26.01[

526

470

0

11,328

24.101

1.298

96.410

1.372

8,763

1.187

0

90.7361

34.3491

υ
l

27.8541

7.5191

49.075

10,120

65.175

27.203

2,759

8.880

179

160

0

3,867

8.228

443

32,913

468

2.992

105

0

8.610

39.930

30

75.880

15.000

3.240

39.000

26.400

1000

5.18

,,|)

lin

2.1,,

89.7401

6.5401

2.258.5081

848.9491

39,980

720.424

320.655

1,162,882

239,800

1.710.852

644.595

2.248,620

263.610

4,250

5.950

0

267,635

247.521

10,500

779,900

14.223

70.919

9,600

75,880

3,OOO

22.000

210

5.118

650

38.000

92.7431

6.5401

2,280.508.

848,949

39.930

720.634

320.655

1.162.882

239.800

1,716.000

641.595

2,248.620

263.610

4.250

5.950

0

267,635

248.171

48,500

779.900

14.223

70.919

9.600

76.880

[0.:●,.01S l.091,.575 3,3.326 208.491 ,6.SII: 12.011.486 60.008 12,110.191

:,:.111..・ | 17.011.531 5.818,675 383.61: 155.91S.,86 69.008 155,987.,91

_l.191.136 1 1 1.171 151.633 Δ 60.,71 △ 376,516 △ 1.335.619 △ 29.199 △ 1,361.818

」I経常外収益 25う .000 250,000

〔V経 常外■11 829.987 829.,o7

△ 2.008.715

法人税 .住 民優及び事業税

税引後当期 r味財産増減額
「

~~¬



3.固定資産の増減内訳

4.そ の他

(単位 :円 )

科 目 101)1 ltiイ |:il資責 取 得 減少 減価償却7計 薇 期末帳簿価額

I有形固定資産】

建物

建物附属設備

車両運搬具

什器備品

13.452,182

7.517,218

103.143

1,598,436 354.900

13.452.182

7,617,218

103,143

1,953.336

△ 5,380,872

△ 2,844,780

△ 103.142

△ 1,408,045

3.071.310

4,772,438

1

545,291

小計 22,770,979 354,900 23.1」 5.3'9 △ 9.736.839 :3.389,040

1,資その他の資芝1

保証全

敷金

長期前払費用

660.000

240,000

2.584,350

660.000

240,000

2,584,3う0

△ 220.000

△ 2,484,919

440,000

240,000

99,431

小|| 3.4ヽ 1.35() 3,484,350 △ 2,704,919 779,431

合計 26.255,329 354,900 26,610.229 △ 1_.411.758 14.168.471

グループホーム入居者に対する特定障害者給付費 (補足給付)があり、各入居者に毎月1万円宛の補助金が国か

り支給されている。

これは国保連からの報酬金に合算して事業者に支払われているが.所得にはならない。

そのため計算書類上は収入にも支出にも入れてtヽ ないがそうしたお金の流れがあることを注記します。



書式第 17号 (法第28条関係)

令和 5年度 財産目録
特定非苦利活動法人ねこの手

(単位 :円 )

科 金 額 小 計 合 計

:Al責 産 の

“1 ・t勁資産
OO.2,O

手元現在

普通預全

普通預●

聾透預金

普通頑全

普通預仝

普通環全

定期預金

三菱IF,銀行東中野支店AC

三菱tr,銀行東中野支店 1し

三菱tFJ銀行東中野支店側

西武信用金庫東中野支店

ゆ うちょ銀行AC

ゆ うちょ銀行CH

西武信用金庫東中野支店

204.218

未収 0

前払費用

立棒金

■‖|ヒ ′レ 1月 分室資

 治警曼
トイレ水口 ,嚇槽贅

流動資産合計 ● 80.270

2 固定資産

(1)宥 形固定■産

建物

13 389

グループホーム

グルーアホーム

に動アシスト■に11

什器輛 11,

′` ソコン 5台

エア コン 2台

グ,,-7ホ ー ム

(2)無 形口足贅産

(3)投 資そ0他の贅産

    R証 0   

須円ビ′, 

敷●
     

甘綺興産 (体 |

長期前払贅HI須

ロビ「

 よ[ィ 要
"誡1::|: 1更 災保険‐1

770.401

固定資産合,| ・・・2 14.168471

:A】 資 産 ` 針 0+②
|

9440,.00'

【8-11負 債 の
“1 流動負債

14.005.

■r.4ヽ

3月 分綸‖

クレジットカー ド

詰経費

●■,
源泉所得純

住民在

`,:会

保険軒

グルーアホーム

べ払法人餃,

前を都純事務IIi

流動負債合計

`
,4 006

2 固定負■
固定負燎合計

`い -1】 負 ■ 合 計 0+●
|

14 005 386

【B-2】 工 味 財 産 合 計 【ハ〕― :B-1】 80.433 421



書式第 18号 (法第 23条関係 )

事 業 報 告 用

令和 5年度年間役員名簿 (前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿 )

¬ 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

口以下の役員には、欠格事由者が含まれません。 (法第 20条関係 )
□各役員について、親族の規定に違反していません。 (法第 21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ )

氏    名

前事業年度内の

就任期間

報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)

l
・監事

アベ  ヒロキ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年  月  日

年 月 日阿部 大樹

`,
|‐  1.

,-f)1 +a-

田中 智恵

令和 5年 4月 1日

,和 6年 3月 31日

年  月  日

■1   月   日

3 ‖|:ll
ナカノ タカヨン

中野 貴純

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年  月  日

年  月  日

.1 監
.ト

カマタ マサカズ
(ズギヤマ マサ
カズ)

●和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年   月 日

曰年   月鎌田 真和
(杉山 真和)

つ

⌒

理事tブ
サ トウ ヒロコ 令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年 月

月

日

日i11佐藤 浩子

6

アキモ ト ケンサク

秋元 健策

令和 5年 4月 1日

令和 6年 3月 31日

年   月    日

年  月  日

特定非営利活動法人ねこの手

|

|

|

⌒
理事艦 事〕
V

以下余白



書式第 4号 (法第 10条・法第 28条関係 )

社員のうち10人以上の者の名簿

特定非営利活動法人ねこの手

氏   名

l 小高息子

`, 阿部大樹  

:3 成瀬君子  

4
鎌田真和
(杉山真和)

つ 奥野信太郎

6 渡邊さざれ

7 亀井芳子  

8 佐藤浩子

9 田中智恵   

10 成瀬史恭  

11 池田稔    

12 佐藤安夫

13 中野貴純

14 竹内大介

以 上

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|




